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債権管理計画の策定の背景 

 
 社会情勢の急速な変化や市民ニーズの多様・複雑化、そして非常に厳しい財政状況の中にあ

って、市政を着実に推進するためには、健全な財政基盤の下で行政を行うことが重要な課題と

なっているところです。市債権の管理にあたっては、その適正化に取り組み、未収債権の徴収

強化を図っていく必要があります。また、本市の基幹産業である製紙業では、紙需要の減少や

原材料費の高騰・円安などが起因となり、老舗製紙会社の倒産、関連事業所の事業縮小に至り

ました。そうしたことから地域経済や雇用情勢に大きな影響を及ぼすことが懸念されることか

ら、税収の先行きが不透明な状況の中で、市政運営を進めるための財源確保は喫緊の課題とな

っています。 
本市においては、平成 28 年度に債権管理対策室を設置、平成 29 年度に債権管理委員会を設

立のうえ、債権管理の適正化を重点施策と位置づけて全庁的な取り組みを進めてきました。ま

た、平成 31 年 4 月に「四国中央市債権管理条例」を施行、令和 2 年 1 月に債権管理計画（令

和 1 年度～令和 3 年度）を策定、令和 5 年 1 月に債権管理計画（令和４年度～令和６年度）を

策定し、一層の債権管理の適正化に取り組んできました。 
＜現状＞ 

 市債権の収入未済額は、債権管理対策室設置の平成 29 年度以降の 8 年間で約 1 億 2,100 万

円（約 10％）減少しました。 
収入未済額減少の主な要因として、市税をはじめとする強制徴収公債権を中心に、ほとんど

の債権が毎年収入未済額を縮減できていることが挙げられます。平成 29 年度以降の 8 年間に

おいて、強制徴収公債権では、市税が約 2 億 9.2 千万円（約 53％）、国民健康保険料が約 1 億

1.2 千万円（約 51％）、介護保険料が約 2.8 千万円（約 55％）、保育所保育料が約 1.2 千万円

（約 97％）減少しています。また、非強制徴収公債権のうち、生活保護費返還金が約 2.0 千万

円（約 79％）、私債権のうち、公営住宅使用料が約 3.5 千万円（約 37％）減少しています。 
しかし、令和 6 年度決算における収入未済額の合計は約 11 億 8.1 千万円と、依然として高

水準で推移しており、収入未済額の縮減については、引き続き厳正な対応が求められています。 
  

収入未済額の推移 

 

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

系列1 925,869 1,116,041 864,736 1,181,154
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収入未済額の推移

債権名 
収入未済額の内訳      単位（円） 

令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 
強制徴収公債権(A,B) 548,632,990 739,054,633 496,377,860 502,441,246 
非強制徴収公債権(C) 6,210,733 6,870,190 6,152,269 6,085,815 
私債権(D) 371,025,590 370,116,400 362,206,143 672,627,144 
合 計 925,869,313 1,116,041,223 864,736,272 1,181,154,205 



- 3 - 
 

四国中央市債権管理計画 

 

１．目的 

この計画は、本市が保有する債権の収納状況の検証及び徴収目標の設定によって、計画的に

債権を管理し、目標達成に向けた各種取組を実施することにより、市民負担の公平性及び行財

政の健全性を確保することを目的とします。 
 

 

２．基本方針 

（１）新たな未収債権の発生抑止 

 未収金の累積を防止するため、履行期限経過後の督促や催告、納付相談等、早期納付促

進に向けた取組を推進し、現年度徴収の強化を図ります。また、納付の利便性を向上させ

るため、口座振替による納付の勧奨等を行います。 
 

（２）未収金の縮減 

 納付資力があっても納付しない債務者に対しては、滞納処分や強制執行等の法的措置を

実施することにより、既存未収金の回収を促進します。一方、徴収努力を行ったにもかか

わらず、回収が見込めない債権については、条例に基づき適正に債権放棄を行った後、不

納欠損処理を行い、効率的な債権管理に努めます。 
 

（３）全庁一体となった取組みの推進 

 四国中央市債権管理委員会において、各所管部局における債権管理の取組みの総合的な

調整を行います。また、債権管理に関する基本事項を記した「債権管理マニュアル」の活

用及び庁内連携により、知識やノウハウを共有し、全庁的な債権管理の適正化、効率化を

図ります。併せて、債権管理対策室による徴収困難債権の移管徴収を行い、債権回収の強

化を行います。 
 

 

３．債権の種類 
   自治体が保有する債権は、地方自治法第 240 条第 1 項において“金銭の給付を目的とす 

る権利”と規定される金銭債権で、債権の種類は、その法的性質から「公債権」と「私債

権」に分類されます。公債権はさらに自力執行権の有無の違いにより「強制徴収公債権」

と「非強制徴収公債権」に分類されます。その性質ごとに分類すると、次のように分類さ

れます。 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

債権 

その他債権 

市が保有する金銭の給付

を目的とする権利 
（地法自治法第 240 条） 

金銭債権 

公法上の原因に基づいて

発生する債権 
租税債権及び地方税の滞納処

分の例により強制徴収できる

債権（自力執行権有） 

公債権 強制徴収公債権 

私法上の原因に基づいて

発生する債権 
地方税の滞納処分の例により

強制徴収できず、民事執行法

による強制執行が必要な債権 

私債権 非強制徴収公債権 

非強制徴収債権（自力執行権無） 
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①公債権 

（ア）強制徴収公債権（市税） 債権区分：A 

   地方税法等の規定により差押え等の滞納処分による徴収を行うことができる債権。 
 

（イ）強制徴収公債権（税外債権） 債権区分：B 

   地方税の滞納処分の例により処分することができる自力執行権を有する債権。地方自治

法第 231 条の 3 第 3 項において、①分担金、②加入金、③過料、④法律で定める使用料そ

の他の普通地方公共団体の歳入とされています。 

  ＜税外強制徴収債権の例＞ 

   ○国民健康保険料、○介護保険料、○保育所保育料、○下水道使用料など 
 

（ウ）非強制徴収公債権 債権区分：C 

   強制徴収公債権に該当しない公債権をいいます。 

＜非強制徴収公債権の例＞ 

   ○生活保護費返還金、○児童扶養手当返還金など 

   ・公債権の場合、消滅時効の完成をもって債権が消滅します。 

 

②私債権 債権区分：D 

   相手方との対等な関係に基づき締結される私法上の「契約」と解される行為により発生

する債権をいいます。 

 ＜私債権の例＞ 

   ○公営住宅使用料、○市有地貸付料、○水道料金など 

・消滅時効が完成した場合、債務者からの時効の援用をもって債権が消滅します。 

 

   主な債権名、賦課根拠、時効期間等一覧表は、14 ページのとおりです。 

 

 

４．市債権の収入未済額の前年度比較   
 

（１）会計区分別 収入未済額                        単位：円 

※ △はマイナスを表す 

※ 下水道事業特別会計は平成 30 年度から企業会計 

※ 簡易水道事業特別会計は令和 2 年度から企業会計 

※ 住宅新築資金等貸付事業特別会計は令和 4 年度から一般会計 

 

 

会計区分 令和 5 年度 ① 令和 6 年度 ② 増減額 ②-① 

一般会計 632,183,747 631,585,801 △597,946 
特
別
会
計 

国民健康保険事業特別会計 100,699,438 107,012,905 6,313,467 
後期高齢者医療保険事業特別会計 2,735,810 2,820,300 84,490 
介護保険事業特別会計 26,667,600 21,957,300 △4,710,300 

企

業

会

計 

水道料金 

簡易水道料金 

下水道事業受益者負担金 

下水道使用料 

102,449,677 417,777,899 315,328,222 

合計 864,736,272 1,181,154,205 316,417,933 
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（２）債権種類別 収入未済額                        単位：円 

 
 
                                       単位：円 

 

 

                                       単位：円 

 
債権名 令和 5 年度 ① 令和 6 年度 ② 増減額 ②-① 

強
制
徴
収
公
債
権 

市税 （一般会計） 274,853,180 258,612,510 △16,240,670 
生活保護費徴収金 （一般会計） 15,408,335 23,220,285 7,811,950 
保育所保育料 （一般会計） 658,550 369,900 △288,650 
行政代執行費用弁

償金 
（一般会計） 1,298,000 13,598,000 12,300,000 

国民健康保険料 
（国民健康保険事

業特別会計） 
99,864,725 106,570,101 6,705,376 

後期高齢者医療保

険料 

（後期高齢者医療

保険事業特別会

計） 

2,735,810 2,820,300 84,490 

介護保険料 
（介護保険事業特

別会計） 
26,667,600 21,957,300 △4,710,300 

下水道事業受益者

負担金 
（企業会計） 146,950 1,366,690 1,219,740 

下水道使用料 （企業会計） 74,744,710 73,926,160 △818,550 
計 496,377,860 502,441,246 6,063,386 

 
債権名 令和 5 年度 ① 令和 6 年度 ② 増減額 ②-① 

非
強
制
徴
収
公
債
権 

生活保護費返還金 （一般会計） 4,798,669 5,205,795 407,126 
児童手当返還金 （一般会計） 230,000 110,000 △120,000 
児童扶養手当返還

金 
（一般会計） 352,600 230,320 △122,280 

老人ホーム入所事

業負担金 
（一般会計） 771,000 539,700 △231,300 

計 6,152,269 6,085,815 △66,454 

 債権名 令和 5 年度 ① 令和 6 年度 ② 増減額 ②-① 

私 

債 

権 

福祉医療費助成費

不当利得返還金 
（一般会計） 61,932 48,849 △13,083 

福祉医療費助成費

高額療養費返還金 
（一般会計） 89,547 84,825 △4,722 

災害援護資金貸付

金 
（一般会計） 357,300 357,300 0 

臨時福祉給付金返

還金 
（一般会計） 96,000 96,000 0 

A,B 

C 

D 
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保育所給食費実費

徴収金 
（一般会計） 118,975 133,975 15,000 

市有地貸付料 （一般会計） 9,689,888 9,382,313 △307,575 
緑地使用不当利得

返還金 
（一般会計） 9,142,989 9,022,621 △120,368 

公営住宅使用料 （一般会計） 58,922,976 58,752,876 △170,100 
公営住宅駐車場使

用料 
（一般会計） 302,400 304,400 2,000 

飲料水供給施設水

道料金 
（一般会計） 4,400 1,100 △3,300 

療養給付費不当利

得返還金 

（国民健康保険事

業特別会計） 
764,713 372,804 △391,909 

高額療養費不当利

得返還金 

（国民健康保険事

業特別会計） 
70,000 70,000 0 

第三者行為に係る

納付金 

（国民健康保険

事業特別会計） 
0 0 0 

住宅新築資金等貸

付金 
（一般会計） 255,027,006 251,057,031 △3,969,975 

水道料金 （企業会計） 24,326,714 23,007,126 △1,319,588 
水道料金（土居地

域） 
（企業会計） 3,177,563 3,227,489 49,926 

簡易水道料金 （企業会計） 53,740 53,820 80 
工業用水道料金 （企業会計） 0 316,196,614 316,196,614 
港湾施設使用料 （一般会計） 0 458,001 458,001 

計 362,206,143 676,627,144 314,421,001  

合 計 864,736,272 1,181,154,205 316,417,933 
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５．債権管理における具体的な取り組み 

 基本方針のもと、以下の具体的な取り組みを行います。 

 

（１）各債権共通 

  ＜督促状・催告書の発送＞ 

督促状は、納期限後 20 日以内の発送を徹底する。また、催告書は、債権管理マニュア

ルに基づき定期的な発送を実施する。 

  ＜時効の管理＞ 

    時効管理を徹底し、漫然と時効を迎えることのないようにする。時効を迎えると、公

債権については債権消滅、私債権については時効の援用により債権が消滅することが考

えられるため、各事案に応じて債務承認や滞納処分（強制徴収債権）、強制執行等の法的

措置（非強制徴収債権）等により時効の更新措置を講じる。 

  ＜早期納付の促進＞ 

    納付相談や催告書発送時等において、延滞金（公債権）や遅延損害金等（私債権）に

ついて周知・説明を行い、早期完納及び納期内納付を促進する。また、口座振替を実施

している債権については、口座振替を推進し、現年度収納率の向上に繋げる。 

  ＜納付誓約による分納管理＞ 

    納付折衝において分割納付となった場合は履行管理を徹底し、不履行があった場合は

早期対応（文書・電話・訪問等）を行う。また、不履行者については本人の生活・財産

状況の把握に努め、滞納処分（強制徴収債権）・強制執行等（非強制徴収債権）に進むか、

徴収猶予や滞納処分の停止（強制徴収債権）・徴収停止（非強制徴収債権）を行うかを判

断するなど、事案ごとの進行管理を行う。 

  ＜人材の育成、窓口・電話対応の強化＞ 

    債務者からの電話または来庁時において、生活・財産状況や連絡先を聴き取り、新た

な滞納を発生させないための納付指導を行うなど、その後の債権回収を確実に行えるよ

う努める。また、担当職員の対応スキル向上を図るために、債権管理対策室が中心とな

り庁内外において研修等を実施する。 

  ＜徴収の緩和制度の運用＞ 

    債務者が災害・生活困窮等により、猶予制度や滞納処分の執行停止（強制徴収債権）、

徴収停止（非強制徴収債権）に該当すると認められる場合や、減免申請がなされた場合

は、法令等に基づき適正に運用する。 

  ＜重点滞納債権への取り組み＞ 

    債権管理委員会において、特に債権回収に向けた重点的な対応が必要と判断された債

権を重点滞納債権と位置付け、収納率の実績と目標値を掲載のうえ取組みを強化するこ

とで、市全体の収納率向上に繋げる。 
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（２）強制徴収公債権 

  ＜督促手数料・延滞金の完全徴収＞ 

    納期後の納付の際には、納期内納付者との公平性を保つためにも、法令に基づく督促

手数料及び延滞金を請求し、徴収する。 

＜財産調査及び自力執行権による滞納処分＞ 

滞納が発生したら、調査権に基づき預貯金、給与、不動産、保険、売掛金等について

金融機関、勤務先、取引先等に対して財産調査を行い、債務者の財産把握に努める。催

告を繰り返しても納付に至らない場合には、財産調査にて判明した財産について滞納処

分（差押）を行う。市税においては従来から実施してきた債権回収のサイクルであるが、

今後は庁内連携を強化し、税外強制徴収公債権にもそのノウハウを浸透させる。 

また、全庁的な徴収強化を図るため、令和 2年度より開始した債権管理対策室による

徴収困難税外強制徴収公債権の移管徴収の取組みを継続して行う。 

＜県下自治体等との連携の強化＞ 

徴収困難債権（市税）について、愛媛地方税滞納整理機構及び愛媛県東予地方局へ移

管し、徹底した財産調査や滞納処分を行う。また、愛媛県と相互に職員を派遣（併任）

する取組みを継続し、協力体制を強化することで税収確保を図る。 

  ＜消滅時効が完成した債権の不納欠損処理＞ 

    滞納整理事務においては適正な時効管理を行う必要があるが、時効期間満了や執行停

止処分を経て消滅時効が完成した債権については、年度内に不納欠損処理により滞納整

理事務を終了させる。 

 

（３）非強制徴収公債権 

  ＜財産調査（任意調査）、所在調査、相続人調査＞ 

  調査権限がないことから、納付折衝時に財産状況、勤務先等を聴き取るなど、財産の

把握に努める。また、市外へ転出している債務者については、官公庁調査（住民票や戸

籍等の請求）を行い、現住所を把握したうえで催告書を送付する等し、納付を促す。な

お、債務者の死亡が判明した場合は、相続人を調査（戸籍調査）したうえで請求を行う。 

＜強制執行等の法的措置＞ 

  滞納額、連帯保証人の有無、収入・財産状況、滞納理由、納付意思等を総合的に判断

し、効果的・効率的な債権回収方法（担保権の実行、強制執行、各種訴訟手続き等）を

選択したうえで、各担当課にて法的措置を実施する。専門的知識を要することから、過

去に実績のある債権を中心に随時担当者会を開き、そのノウハウを共有するなど、庁内

連携の強化を図る。 

  ＜消滅時効が完成した債権の不納欠損処理＞ 

    滞納整理事務においては適正な時効管理を行う必要があるが、時効期間満了や徴収停

止等を経て消滅時効が完成した債権については、年度内に不納欠損処理により滞納整理

事務を終了させる。 
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（４）私債権 

＜財産調査（任意調査）、所在調査、相続人調査＞ 

  調査権限がないことから、契約時や納付折衝時に財産状況、勤務先等を聴き取るなど、

財産の把握に努める。また、市外へ転出している債務者については、官公庁調査（住民

票や戸籍等の請求）を行い、現住所を把握したうえで催告書を送付する等し、納付を促

す。なお、債務者の死亡が判明した場合は、相続人を調査（戸籍調査）したうえで請求

を行う。 

＜担保の徴取、（連帯）保証人への請求＞ 

    （連帯）保証人を設定する場合は、収入・資産状況、保証意思確認を行い、債務者か

らの履行が見込めない場合は、（連帯）保証人に対して請求を行う。 

＜強制執行等の法的措置＞ 

  滞納額、連帯保証人の有無、収入・財産状況、滞納理由、納付意思等を総合的に判断

し、効果的・効率的な債権回収方法（担保権の実行、強制執行、各種訴訟手続き等）を

選択したうえで、各担当課にて法的措置を実施する。専門的知識を要することから、過

去に実績のある債権を中心に随時担当者会を開き、そのノウハウを共有するなど、庁内

連携の強化を図る。 

 

  ＜債権放棄や時効の援用等により消滅した債権の不納欠損処理＞ 

    滞納整理事務においては適正な時効管理を行う必要があるが、債権放棄や時効の援用

等により消滅した債権については、年度内に不納欠損処理により滞納整理事務を終了さ

せる。 
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６．重点滞納債権の目標設定 

  以下の債権を重点滞納債権とし、今後３年間における収納率目標を定めます。 

  （目標収納率は、令和9年度までに達成すべき収納率とします。） 

 

(1)市税  強制徴収公債権 A  時効 5 年  
個人法人市民税、固定資産税、軽自動車税、の合計額               単位：％ 

区分 
令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 令和 7～9 年度 

目標 実績 目標 実績 目標 実績 目標 

現年度 99.31  97.80  99.31  99.30  99.31  99.43  99.31  

滞繰 36.06  36.37  36.06  63.61  36.06  30.43  36.06  

合計 98.10  96.59  98.10  98.18  98.10  98.21  98.26  

 

(2)生活保護費徴収金  強制徴収公債権 B  時効 5 年  
本来の生活保護費支給額以上の支給を受けた場合、生活保護法第 78 条に基づき徴収する徴収金

（不正受給の経緯が悪質なもの）                        単位：％ 

区分 
令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 令和 7～9 年度 

目標 実績 目標 実績 目標 実績 目標 

現年度 90.00  60.66  91.00  27.39  92.00  15.79  18.00  

滞繰 3.50  1.60  4.00  0.39  4.50  5.80  8.00  

合計 24.48  10.84  25.15  7.70  25.95  6.55  8.62  

 

(3)保育所保育料  強制徴収公債権 B  時効 5 年  

保育所及び認定こども園の保育料                       単位：％ 

区分 
令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 令和 7～9 年度 

目標 実績 目標 実績 目標 実績 目標 

現年度 99.77  99.89  99.78  99.79  99.79  99.81  99.85  

滞繰 59.36  28.14  59.36  34.57  59.36  45.49  47.00  

合計 99.49  99.36  99.58  99.39  99.62  99.48  99.67  

【保育所、認定こども園使用料（公立）と保育所保護者負担金（私立）の合計額を保育所保育料とする】 
 

(4)国民健康保険料  強制徴収公債権 B  時効 2 年  
主に自営業者や会社を退職した場合など、他の医療保険に属さない市民が加入する公的医療保険

制度の保険料                                 単位：％ 

区分 
令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 令和 7～9 年度 

目標 実績 目標 実績 目標 実績 目標 

現年度 96.40  96.11  96.45  96.27  96.50  96.24  96.30  

滞繰 40.00  41.33  42.00  38.57  44.00  38.96  40.00  

合計 92.40  92.14  92.60  91.95  92.80  92.50  92.40  
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 (5)後期高齢者医療保険料  強制徴収公債権 B  時効 2 年  

原則として 75 歳以上の市民が加入する医療制度の保険料             単位：％ 

区分 
令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 令和 7～9 年度 

目標 実績 目標 実績 目標 実績 目標 

現年度 99.78  99.77  99.79  99.80  99.80  99.83  99.80  

滞繰 70.00  79.93  75.00  70.85  80.00  64.26  78.00  

合計 99.65  99.70  99.67  99.71  99.68  99.74  99.75  

 

(6)介護保険料  強制徴収公債権 B  時効 2 年  

介護保険サービスのために 65 歳以上の市民（第 1 号被保険者）が市に支払う保険料  単位：％ 

区分 
令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 令和 7～9 年度 

目標 実績 目標 実績 目標 実績 目標 

現年度 99.30  99.32  99.35  99.43  99.40  99.59  99.60  

滞繰 15.00  13.66  15.10  17.30  15.20  14.59  15.20  

合計 98.20  98.20  98.25  98.34  98.30  98.58  98.95  

 
 (7)下水道事業受益者負担金  強制徴収公債権 B  時効 5 年  
 下水道整備区域内の受益者が負担する下水道整備費負担金             単位：％ 

区分 
令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 令和 7～9 年度 

目標 実績 目標 実績 目標 実績 目標 

現年度 100.00  98.95  100.00  98.72  100.00  82.29  100.00  

滞繰 60.40  97.27  60.60  100.00  60.80  100.00  98.00  

合計 98.10  98.74  98.30  98.74  98.50  82.62  99.99  

 

(8)下水道使用料  強制徴収公債権 B  時効 5 年  
 下水道施設の使用料金                            単位：％ 

区分 
令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 令和 7～9 年度 

目標 実績 目標 実績 目標 実績 目標 

現年度 90.60  90.32  90.80  90.46  91.00  90.49  90.80  

滞繰 95.30  95.45  95.60  95.23  95.90  96.82  96.20  

合計 91.00  90.80  91.20  90.90  91.40  91.06  91.28  

【平成 30 年度から企業会計】 

 

(9)生活保護費返還金  非強制徴収公債権 C  時効 5 年  

本来の生活保護費支給額以上の支給を受けた場合、生活保護法第 63 条に基づき返還を受ける返
還金（不正受給の経緯が悪質でないもの）                    単位：％ 

区分 
令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 令和 7～9 年度 

目標 実績 目標 実績 目標 実績 目標 

現年度 95.00  93.00  96.00  98.43  97.00  90.30  93.00  

滞繰 13.00  8.39  14.00  4.15  15.00  12.01  15.00  

合計 63.00  64.91  65.04  46.84  67.51  53.11  60.22  
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(10)老人ホーム入所事業負担金  非強制徴収公債権 C  時効 5 年  

 老人ホーム入所時の負担金                          単位：％ 

区分 
令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 令和 7～9 年度 

目標 実績 目標 実績 目標 実績 目標 

現年度 100.00  98.55  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  

滞繰 100.00 100.00  -  52.57   - 30.00  75.20  

合計 100.00  98.56  100.00  98.71  100.00  99.15  99.88  

 

(11)市有地貸付料  私債権 D  時効 5 年  

市の所有する土地の貸付料                          単位：％ 

区分 
令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 令和 7～9 年度 

目標 実績 目標 実績 目標 実績 目標 

現年度 100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  

滞繰 2.94  1.90  3.03  3.29  3.12  3.17  3.17  

合計 54.10  53.43  56.61  54.17  57.39  56.48  58.79  

 
 (12)緑地使用不当利得返還金  私債権 D  時効 5 年 

 市の所有する緑地を許可なく使用し、不当な利益を得た者（受益者）から返還を受ける返還金 単位：％ 

区分 
令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 令和 7～9 年度 

目標 実績 目標 実績 目標 実績 目標 

現年度 - - - - - - - 

滞繰 0.10  0.004  0.15  1.19  0.20  1.32  2.80  

合計 0.10  0.004  0.15  1.19  0.20  1.32  2.80  

 【令和元年度までは行政財産使用料（非強制徴収公債権）として管理】 

 

(13)公営住宅使用料  私債権 D  時効 5 年  

 市営住宅の使用料                              単位：％ 

区分 
令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 令和 7～9 年度 

目標 実績 目標 実績 目標 実績 目標 

現年度 99.50  99.58  99.55  99.55  99.60  99.35  99.50  

滞繰 5.00  4.52  6.00  3.04  7.00  2.42  2.50  

合計 79.63  79.47  79.97  79.14  80.50  78.69  78.04  

 

(14)住宅新築資金等貸付金  私債権 D  時効 10 年  

国の施策に基づき、歴史的社会的理由により生活環境等の安定向上が阻害されている地域の住環
境改善対策の一環として平成 6 年度までに貸付けられた住宅の改修や住宅新築促進に必要とされる
資金                                     単位：％ 

区分 
令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 令和 7～9 年度 

目標 実績 目標 実績 目標 実績 目標 

現年度 - - - - - - - 

滞繰 1.30  1.19  1.30  1.25  1.30  1.56  1.30  

合計 1.30  1.19  1.30  1.25  1.30  1.56  1.30  

【現年度分については平成29年度で終了】 
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(15)水道料金  私債権 D  時効 5 年  

上水道使用料金（企業会計）                         単位：％ 

区分 
令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 令和 7～9 年度 

目標 実績 目標 実績 目標 実績 目標 

現年度 98.98  98.84  98.99  98.89  99.00  98.89  98.92  

滞繰 74.34  72.01  74.35  71.18  74.36  72.57  72.60  

合計 98.66  98.42  98.67  98.48  98.68  98.50  98.52  

 
(16)簡易水道料金  私債権 D  時効 5 年  

土居地域における簡易水道使用料金（企業会計）                単位：％ 

区分 
令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 令和 7～9 年度 

目標 実績 目標 実績 目標 実績 目標 

現年度 98.97  98.69  98.98  98.71  98.99  98.91  98.94  

滞繰 89.92  84.40  89.93  72.68  89.94  62.87  68.00  

合計 98.87  98.51  98.88  98.35  98.89  98.34  98.46  
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主な債権名、賦課根拠、時効期間等一覧表                                          

 

強制徴収公債権 

     

債権名 賦課根拠 強制徴収根拠 時効 時効根拠 
時効の

援用 

市税 地方税法 2 ほか 地方税法 331 ほか 5 地方税法 18 不要 

生活保護費徴収金 生活保護法 78① 生活保護法 77 の 2② 5 
地方自治法

236① 
不要 

保育所保育料 

・地方自治法 225（公立） 

・子ども・子育て支援法 

附則 6④（私立保育所） 

・児童福祉法 56⑥（公立） 

・子ども・子育て支援法 

附則 6⑥（私立保育所） 

5 
地方自治法

236① 
不要 

行政代執行費用弁償金 行政代執行法 2 行政代執行法 6① 5 
地方自治法

236① 
不要 

国民健康保険料 国民健康保険法 76 国民健康保険法 79 の 2 2 
国民健康保

険法 110① 
不要 

後期高齢者医療保険料 
高齢者の医療の確保に関す

る法律 104 

高齢者の医療の確保に

関する法律 113 
2 

高齢者の医

療の確保に

関する法律 

160① 

不要 

介護保険料 介護保険法 129 介護保険法 144 2 
介護保険法

200① 
不要 

下水道事業受益者負担

金 

・都市計画法 75①（負担金） 

・地方自治法 224（分担金） 

・都市計画法 75⑤ 

（負担金） 

・地方自治法 231 の 3③ 

（分担金） 

5 
地方自治法

236① 
不要 

下水道使用料 下水道法 20 
地方自治法 231 の 3③ 

（地方自治法附則 6③） 
5 

地方自治法

236① 
不要 

 

非強制徴収公債権 

     

債権名 賦課根拠 強制執行根拠 時効 時効根拠 
時効の

援用 

生活保護費返還金 生活保護法 63 地方自治法 240② 5 
地方自治法

236① 
不要 

児童手当返還金 
・民法 703 

・児童手当法 
地方自治法 240② 5 

地方自治法

236① 
不要 

児童扶養手当返還金 
・民法 703 

・児童扶養手当法 
地方自治法 240② 5 

地方自治法

236① 
不要 

老人ホーム入所事業負

担金 

老人福祉法 

10 の 4①、11、28① 
地方自治法 240② 5 

地方自治法

236① 
不要 
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私債権 

     

債権名 賦課根拠 強制執行根拠 
時効 
(※) 

時効根拠 
時効の

援用 

市有地貸付料 

・地方自治法 238 の 5① 

・四国中央市公有財産管理

規則 

地方自治法 240② 5 民法 166① 必要 

緑地使用不当利得返還

金 
民法 703 地方自治法 240② 5 民法 166① 必要 

公営住宅使用料 

・民法 601 

・公営住宅法 

・四国中央市営住宅条例 

地方自治法 240② 5 民法 166① 必要 

住宅新築資金等貸付金 民法 587 地方自治法 240② 5 民法 166① 必要 

水道料金 

・民法 555 

・四国中央市水道事業給水

条例 

・四国中央市簡易水道事業

等給水条例 

地方自治法 240② 5 民法 166① 必要 

 
※ 私債権の時効年数は、令和 2 年 4 月 1 日の改正民法施行後の年数を記載していますが、債権の発生原因たる

法律行為（契約）日がそれ以前の場合は、根拠となる法律により時効年数が異なります。 

 


